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凡例
時日時　場場所　内内容　師講師　対対象　定定員　費参加費（記載のないものは無料）　申申し込み（記載のないものは直接会場へ）　
問問い合わせ　他その他　 Eメールアドレス　HPホームページアドレス

 保険・年金
国民年金保険料
　4年度の国民年金保険料は、月額1万6590円です。
　保険料は、4月上旬に日本年金機構から送付される
納付書で、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア
で納付することができます。
　また、国民年金保険料にはまとめて納付すると保険
料が割引になる「前納制度」があります。1年分・6カ
月分の前納用納付書が毎月の納付書と一緒に送付さ
れるので、前納を希望する場合は、記載された期日ま
でに納めてください。2年分の前納納付書や一定期間
をまとめた納付書を希望する場合は、年金事務所へ申
し込んでください。
　なお、保険料は現金による納付のほか、口座振替
やクレジットカード等での納付もできます。
問杉並年金事務所☎3312-1511

介護保険料納入通知書の発送
　介護保険料の支払い方法が納付書払い・口座振替
（普通徴収）の方に対し、4～7月分の納入通知書を4
月12日㈫に発送します。
　支払い方法が年金からの引き落とし（特別徴収）の
方へは、今回の通知書は発送しません。普通徴収の
方の8月分以降の保険料額決定通知書および特別徴収
の方の4年度の納入通知書は、7月中旬に発送します。
問介護保険課資格保険料係☎5307-0654

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の
適用期間延長
　杉並区国民健康保険加入で、新型コロナウイルス
感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務
に服することができない方に支給している傷病手当金
の適用期間を、6月30日まで延長します。
　支給を受けるためには申請が必要です。必ず事前
に電話でお問い合わせください。詳細は、区ホーム

ページをご覧ください。
問国保年金課国保給付係☎5307-0642

 子育て・教育
就学援助
　区内在住で国公立小中学校に通学している児童・生
徒の保護者に対し、学用品や給食など学校で必要な
費用の一部を区が援助する制度です。
対区内在住の児童・生徒と同居の保護者で、次の①
～③いずれかに該当する方①現在、生活保護を受け
ている②3年4月1日以降に、生活保護が停止・廃止に
なった③3年中の世帯員全員の総所得金額の合計が、
教育委員会で定める認定基準額以下の世帯　申申請
書（区立小中学校、学務課就学奨励担当〈区役所東
棟6階〉で配布）を、在学校または同担当へ提出　問
同担当　他区外の学校に通学している児童・生徒の
保護者は、お問い合わせください

配慮が必要なお子さんのための就学相談
　障害のあるお子さんや配慮が必要なお子さんの就
学先や教育的な支援について相談を行っています。
内来所・電話・オンラインで実施　対区内在住で5年
4月新入学児童・生徒の保護者　申 問電話で、特別
支援教育課就学支援相談係☎5929-9481　他詳細は、
区ホームページ参照

 健康・福祉
国の手当額の改定
　4月分から下表の手当の支給月額が改定されまし
た。手続きの必要はありません。

手当 支給月額
①�特別児童扶養手当（1級）5万2400円
②�特別児童扶養手当（2級）3万4900円
③特別障害者手当 2万7300円
④障害児福祉手当 1万4850円
⑤経過的福祉手当 1万4850円

⑥児童扶養手当 4万3070円（一部支給1万
160円～4万3060円）

問①～⑤障害者施策課障害者手当・医療係☎5307-
0781、⑥子ども家庭部管理課子ども医療・手当係

福祉タクシー券の支給事業等の対象者の拡充
　福祉タクシー券の支給事業、リフト付

つき

タクシー補助

券の支給事業、自動車燃料費助成事業について、4年
度から精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の方
も対象となります。所得制限があるため、希望する方
はお問い合わせください。
問障害者施策課障害者手当・医療係☎5307-0781

 施設情報
4年度の杉並会館の運営
　6月まで、宴会室・集会室の夜間利用を休止しま
す。また、集会室は6月末日で廃止となります。
　7～11月は、改修工事のため東京工芸大学�杉並アニ
メーションミュージアムを含め全館休館します。12月
以降の運営内容については、改めてお知らせします。
問区民生活部管理課庶務係

 採用情報 ※応募書類は返却しません。

特別区立幼稚園臨時的任用教員採用候補者
内勤務場所 東京23区の区立幼稚園等（大田区・足
立区を除く）▶資格 幼稚園教諭普通免許状を有する
方▶選考方法 書類選考（新規または直近5年間に勤
務実績のない方は面接を実施）▶募集案内の配布場
所 特別区人事・厚生事務組合教育委員会事務局人
事企画課採用選考担当（千代田区飯田橋3-5-1東京区
政会館）、東京23区の教育委員会事務局。または特別
区人事・厚生事務組合ホームページからも取り出せま
す　問特別区人事・厚生事務組合教育委員会事務局
人事企画課採用選考担当☎5210-9857

 区以外の求人
杉並区交流協会職員
内経理事務、事業の企画運営など▶勤務期間 6月1
日～▶勤務日時 月16日。午前8時30分～午後5時15
分▶勤務場所 杉並区交流協会▶資格 次の①～③全
てに該当する方①日商簿記3級以上で、経理事務経験
3年以上②高校卒業程度の学力を有する③Windows�
Officeを使った事務処理や資料作成等ができる▶募集
人数 1名▶報酬 18万5856円（3年度実績）▶その
他 期末手当支給。有給休暇あり。社会保険加入。交
通費支給（上限あり）　申履歴書に応募動機（様式自
由。800字程度）を添えて、4月28日午後5時までに同
協会（〒166-0004阿佐谷南1-14-2みなみ阿佐ケ谷ビ
ル5階）へ郵送・持参　問同協会☎5378-8833　他
詳細は、同協会ホームページ参照

区からのお知らせ

※★は当日、直接会場へ。

内容 日時・場所・対象・定員ほか 申し込み・問い合わせ

住まいの修繕・増改築無料相談
★

時月・金曜日、午後1時～4時（4月29日、5月2日・6日を除く）　場区役
所1階ロビー

問東京土建杉並支部☎3313-1445、区住宅課

建築総合無料相談会・ブロック
塀無料相談会★

時4月5日㈫・19日㈫午後1時～4時　場区役所1階ロビー　他図面など
がある場合は持参。ブロック塀無料相談会は、ブロック塀の現況写真等
を持参

問東京都建築士事務所協会杉並支部☎6276-9208、区市街地整備
課耐震改修担当

行政書士による相談
時4月8日㈮午後1時～4時　場相談室（区役所西棟2階）　内相続・遺
言・離婚・金銭問題等書類手続きに関すること　定6名（申込順）　他1
人30分

申問電話で、東京都行政書士会杉並支部☎0120-567-537（月～金
曜日午前8時30分～午後5時〈祝日を除く〉）

行政相談★ 時4月8日㈮午後1時～4時　場区政相談課（区役所東棟1階）　内国の仕
事等（年金・福祉・道路など）の苦情・相談

問区政相談課

住宅の耐震無料相談会・ブロッ
ク塀無料相談会★

時4月13日㈬午後1時～4時　場区役所1階ロビー　他図面などがある場
合は持参。ブロック塀無料相談会は、ブロック塀の現況写真等を持参

問市街地整備課耐震改修担当

マンション管理無料相談
時4月14日㈭午後1時30分～4時30分　場区役所1階ロビー　対区内在
住のマンション管理組合の役員・区分所有者等　定3組（申込順）

申杉並マンション管理士会HPhttp://suginami-mankan.org/から申
し込み。または申込書（区ホームページから取り出せます）を、同
会事務局 FAX3393-3652へファクス　問同会事務局☎3393-3680、
区住宅課空家対策係

弁護士による土曜法律相談
時4月16日㈯午後1時～4時　場相談室（区役所西棟2階）　定12名（申
込順）　他1人30分

申電話で、4月11日～15日に専門相談予約専用☎5307-0617（午前
8時30分～午後5時）。または直接、区政相談課（区役所東棟1階）
で予約　問同課

専門家による空
あき

家
や

等総合無料相
談

時4月21日㈭午前9時20分・10時15分・11時10分　場住宅課相談室
（区役所西棟5階）　対区内の空き家等の所有者等（親族・代理人を含
む）　定各1組（申込順）　他1組45分

申電話で、住宅課空家対策係。または申込書（区ホームページから
取り出せます）を、4月19日までに同係 FAX5307-0689へ郵送・ファ
クス　問同係

不動産に関する無料相談 時4月21日㈭午後1時30分～4時30分　場区役所1階ロビー
申電話で、東京都宅地建物取引業協会杉並区支部☎3311-4937（月
～金曜日午前9時～午後5時〈祝日を除く〉）　問同支部、区住宅課

 各種相談
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 生活・環境
小型充電式（二次）電池、廃食用油、使用済み
インクカートリッジ回収拠点の拡充
　4年度から小型充電式（二次）電池、廃食用油、
使用済みインクカートリッジ（キヤノン、エプソン、
ヒューレット・パッカード、ブラザーのみ）の回収拠
点を拡充して、下記地域区民センターで実施します。
継続実施の回収拠点については、区ホームページをご
確認ください。
内新規回収拠点 地域区民センター（阿佐谷〈阿佐
谷北1-1-1〉、井草〈下井草5-7-22〉、永福和泉〈和泉
3-8-18〉、荻窪〈荻窪2-34-20〉、高井戸〈高井戸東
3-7-5〉、西荻〈桃井4-3-2〉）
問ごみ減量対策課事業計画係

 募集します
東京都子育て支援員研修（第1期）の受講生
内子育て支援分野に従事する上で、必要な知識や
技能等を有する「子育て支援員」の養成研修▶募集
コース 地域保育コース▶研修実施時期 6月から順
次開始▶場所 オンラインで実施（一部集合研修あ
り）　対都内在住・在勤の方　申申込書（子ども家庭
部管理課〈区役所東棟3階〉で配布。東京都福祉保健
財団ホームページからも取り出せます）を、4月15日
までに、同財団（〒163-0718新宿区西新宿2-7-1小田
急第一生命ビル18階）へ簡易書留で郵送　問同財団
☎3344-8533　他詳細は、募集要項（子ども家庭部
管理課で配布）または同財団ホームページ参照

広報すぎなみ（7～9月）への掲載広告
内主な配布方法 新聞折り込み、区立施設、駅などの
広報スタンドほか。希望者への個別配布あり▶発行日
月2回（1・15日）▶発行部数 約15万5000部（3年
度実績）▶掲載料 1号1枠1万円▶規格 縦10㎜×横
235㎜▶掲載位置 広報紙中面下部欄外▶募集枠 1号
4枠（1社1号1枠）　申申込書に広告原稿案を添えて、
5月2日までに広報課広報係（区役所東棟5階 FAX3312-
9911 koho-suginami@city.suginami.lg.jp）へ郵
送・ファクス・Ｅメール・持参　問同係　他申し込み
後、審査あり。詳細は、区ホームページ参照

 その他
6月19日執行杉並区長選挙・杉並区議会議員補
欠選挙立候補予定者説明会
　6月19日㈰執行の杉並区長選挙・杉並区議会議員補
欠選挙の立候補予定者を対象に、届

とどけ

出
で

要領などの説
明会を開催します。
時5月9日㈪午後1時30分～4時　場区役所第5・6会
議室（西棟6階）　定立候補予定者1名につき2名以内　
問選挙管理委員会事務局

戦没者遺族の慰霊巡拝
①カザフスタン共和国②イルクーツク州・ブリヤート
共和国③ハバロフスク地方・ユダヤ自治州④中国東北
地方（旧満州地区全域）⑤インドネシア（ニューギニ
ア島西部を含む）⑥東部ニューギニア（ニューギニア
島東部）⑦ビスマーク諸島⑧インド⑨トラック諸島⑩
ミャンマー⑪フィリピン⑫硫黄島への慰霊巡拝の参加
者を募集します。日程・参加費は地域によって異なる
ため、お問い合わせください。
対①～⑫の戦域での戦没者の配偶者（再婚した方を
除く）、父母、子、兄弟姉妹、孫、参加する子・兄弟
姉妹の配偶者、おいめい　問東京都福祉保健局生活
福祉部計画課援護恩給担当☎5320-4078、区保健福
祉部管理課地域福祉係　他当該地域の慰霊巡拝に参
加したことのない方を優先

宝くじの助成事業で子供みこしを整備
　区は、自治総合センターが宝くじの受託事業収入を
財源として実施している「コミュニティ助成事業」を
活用し、高円寺北一丁目町会の子供みこしの修繕に対
し助成しました。この事業は、コミュニティー活動の
促進と健全な発展を図るとともに、宝くじの社会貢献
広報を目的としています。
問地域課

特別弔慰金の請求手続き
はお済みですか？
内戦没者等の死亡当時の遺族で2年4月1日（基
準日）に公務扶助料や遺族年金を受けている方
（戦没者等の妻や父母等）がいない場合、先順位
の遺族1名に額面25万円、5年償還の記名国債を
支給▶請求期限 5年3月31日▶受付時間 午前9
時～午後4時　問保健福祉部管理課地域福祉係

　支給要件に該当する方で、申請が済んでいない方は、期限までに申請
してください。期限を過ぎると給付金の申請はできません。3月末までに
お子さんが生まれた場合、支給対象となる方へ区からお知らせをお送り
するため、申請は不要です（ただし、児童と別居している場合や公務員
の場合等は申請が必要です）。
　支給要件や所得制限等の詳細は、区ホームページ

（右2次元コード）をご覧ください。
問子ども家庭部管理課子ども医療・手当係☎5307-
0785

　区内で行う区民主体の自主的なまちづくりで、地域に開かれ、将来にわたって住み
よい都市環境づくりに貢献する活動に対し、助成金を交付します。助成の可否は書類
審査等の上、決定します。
内募集期間 5月31日まで▶対象 ①規約・会則を定めて区内で活動する5人以上の団
体②区に登録したまちづくり団体▶助成金 ①3万円以内②7万円以内▶募集団体数
各4団体▶審査 ①書類審査・ヒアリング②書類審査・公開審査　申申請書（都市整
備部管理課庶務係〈区役所西棟5階〉で配布。区ホームページからも取り出せます）
を、同係へ持参　他事前相談を希望する方は要予約

時6月11日㈯�⑴午後1時30分～2時30分⑵2時30分～4
時30分（予定）　場区役所第5・6会議室（西棟6階）

いずれも 
問都市整備部管理課庶務係

子育て世帯への臨時特別給付金
（一括給付金・支援給付金）の
申請はお済みですか？

4年度まちづくり助成
まちづくり活動団体募集
①びぎなーコース②すてっぷコース

審議会等のお知らせ

時4月18日㈪午前10時～正午　場区役所第3・4
委員会室（中棟5階）　内「東京都市計画　防災
街区整備方針」・「杉並区まちづくり基本方針骨
子案」・「東京都市計画道路の変更案（杉並区画
街路第3号線）」について　問都市整備部管理課
庶務係

都市計画審議会

窓口＝4月28日▶郵送＝4月30日（消印有効）期 限

（1）まちづくりセミナー
（2）公開審査会

　区は「杉並区NPO支援基金」を設置し、皆さんからの寄附と区の財源をもとに、
NPO法人等が行う地域の公益的な活動に対して助成金を交付しています。3年度に助
成を受けた7団体が、活動の成果を報告します。
時4月21日㈭午後1時30分～3時30分　場区役所分庁舎（成田東4-36-13）　問地域課
協働推進係☎3312-2381

　会場により、接種できる曜日・時間が異なるため、個別に送付する「注射のお知ら
せ」「会場一覧表」をご覧ください。
　なお、これから犬の登録をする方はお問い合わせください。
時6月30日まで　費注射料3200円。注射済票550円（即時交付）　問杉並保健所生活衛生課管理係☎3391-
1991　他各会場への車での来場不可。飼い犬の死亡届は、電話・電子申請で受け付け

3年度NPO活動資金助成事業報告会

杉並区狂犬病予防定期集合注射の実施

　物理学者で文化勲章受章者である杉並名誉区民の近
こ ん

藤
ど う

淳
じゅん

氏が、3月11
日、逝去されました。92歳。
　謹んでご冥福をお祈りいたします。
問総務課

杉並名誉区民の訃報
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※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報課へ。

広告

一 般 会 計

国民健康保険事業会計

介 護 保 険 事 業 会 計

後期高齢者医療事業会計

合 計

202,599,000

52,511,104

45,236,946

14,990,887

315,337,937

199,025,000

52,236,854

43,865,463

14,051,890

309,179,207

3,574,000

274,250

1,371,483

938,997

6,158,730

101.8

100.5

103.1

106.7

102.0

4年度 3年度 差引増減額 前年度比（％）

（単位：千円）

※令和2年度以前は年度末残高、令和3年度は年度末見込残高、令和4年度は当初予算編成時点
における年度末見込残高です。

※発行額については令和2年度までは決算額、令和3年度は決算見込額、令和4年度は当初予算
額です。

※上記円グラフはいずれも億円未満を四捨五入しているため、合計・構成比等が合わない場合があります。

※上記は当初予算の規模ですが、一般会計・国民健康保険事業会計については、補正予算第1号が3月16日に当初予算
と合わせ成立しています。

詳細は「令和4年度区政経営計画書～予算の概要～」をご覧ください。
区政資料室（区役所西棟2階）、図書館、区民事務所のほか、区ホームページでもご覧になれます。      ̶̶問い合わせは、財政課へ。

●既定事業
 現に取り組んでいる各種事務
や施設の維持管理などの事業

●投資事業
　施設建設、用地取得など資本
の整備を目的とする事業

●新規・臨時事業
　新たに取り組む事業や限定的
な期間で行う事業

What’s?

258258

6060

4747

365365

301301

6060

5858

419419

337337

6060

6464

461461

364364

5151

6565

480480

366366

9292

5858

516516

425425

7474

7979

578578

458458

9090

9393

641641

485485

146146

110110

741741
■その他
■施設整備基金
■財政調整基金

408408

109109

111111

628628

R2 R3
0

500

600

H25 H26 H27 H28

485485

121121

107107

713713

R4H29 H30 R元

400

300

200

100

700

800
（億円）

（年度）
H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元

（億円）

（年度）

0

100

50

150

200

250

350

400

450

300

208208
231231 220220

280280
301301

322322
360360 364364

3333 3838
1313

7676
4949 48483636

5353

R3 R4R2

358358

5959

■残高
　　　発行額

繰入金  34億円  1.7%

特別区債  35億円  1.7%

地方消費税交付金
121億円  6.0%

分担金
およ

及び負担金  28億円  1.4%

使用料
およ

及び手数料
39億円  1.9%

諸収入  21億円  1.0%繰越金  25億円  1.2%
その他  44億円  2.3%

特別区財政交付金
462億円  22.8%
特別区財政交付金
462億円  22.8%

国庫支出金
374億円  18.4%
国庫支出金
374億円  18.4%

都支出金
174億円  8.6%
都支出金
174億円  8.6%

特別区税
669億円  33.0%
特別区税
669億円  33.0%

4年度

総　額
2026億円

職員人件費
390億円  19.2%
職員人件費
390億円  19.2%

投資事業
135億円  6.7%

既定事業
1465億円  72.3%
既定事業
1465億円  72.3%

公債費  27億円  1.3%

新規・臨時事業  9億円  0.5%

4年度

総　額
2026億円

区債発行額と残高の推移 積立基金残高の推移

一般会計の内訳

各会計当初予算規模

373373

3535

※令和4年度一般会計・国民健康保険事業会計補正予算（第1号）は含まれていません。

What’s?What’s?

●区債（特別区債）とは？
　学校や公園などの建設事業費の財源に充てるための
区の借金です。世代間の負担の公平性や、財政負担の
平準化を図るために発行しています。原則として赤字
区債の発行はせず、建設債については財政状況を踏ま
えつつ、必要性を十分検討して発行していきます。

What’s?What’s?

●積立基金とは
　年度間の財源調整や特定の目的のために資金を
積み立てる区の貯金です。大規模災害や経済事情
の著しい変動等による減収に備えるための財政調
整基金、施設の建設および改修その他の整備に充
てるための施設整備基金等があります。

What’s?What’s?What’s?

み こみ
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4年度区民健康診査・がん検診などのお知らせ
●全ての健（検）診の対象年齢は、4年度（4月1日～5年3月31日）に誕生日を迎えた満年齢です。
●各健（検）診とも、5月下旬から区ホームページで健（検）診実施機関一覧をご覧になれます。
●�各健（検）診とも、受診できない場合（自覚症状がある、治療中・経過観察中等）があります。
詳細は、区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
●�各健（検）診費用は、受診する医療機関の窓口でお支払いください。なお、生活保護・中国残
留邦人等の生活支援給付受給者は費用が無料になります。該当の方で受診券に「無料」の記載
がない場合は、受診前にお問い合わせください。

―――問い合わせは、杉並保健所健康推進課健診係☎3391-1015へ。

●区への申し込みが必要な健（検）診
区民健康診査 がん検診

健（検）診名 成人等健診（※1） 肺がん 子宮頸
けい

がん
（2年に1回）

乳がん
（2年に1回）

胃がん

胃部エックス線 胃内視鏡
（2年に1回）

対象者 30～39歳で職場などで
健診を受ける機会がない方 40歳以上の方 20歳以上で3年度に

受診していない女性
40歳以上で3年度に
受診していない女性

50歳以上で3年度に
胃内視鏡検査を受診していない方

費　用 無料 500円
(65歳以上は無料) 500円（※2） 500円（※3） 500円 1000円

受診期間
(休診日を除く) 6月1日～5年2月15日 6月1日～5年2月28日

申し込み
締め切り 5年1月31日 5年2月13日 定員5500名（申込順）。

定員になり次第終了

受診券
発送日

●�新規に申し込んだ方＝5月上旬までの申し込み分＝5月末に発送▶5月中旬以降の申し込み分＝順次発送（申し込み状況により、2・3週間か
かる場合があります）
●その他の方＝下記「がん検診受診券（シール）申し込みの流れ」をご覧ください

※1��令和元年～3年度の間で成人等健診の受診履歴のある方は申し込み不要。受診券を5月末に発送します。
※2��平成13年4月2日～14年4月1日生まれの女性は、子宮頸がん検診無料クーポン対象のため、申し込み不要。5月末にクーポン券を発送します。
※3��昭和56年4月2日～57年4月1日生まれの女性は、乳がん検診無料クーポン対象のため、申し込み不要。5月末にクーポン券を発送します。

●区への申し込みが不要な健（検）診
区民健康診査 がん検診 歯科健診 その他

健（検）診名 国保特定健診 後期高齢者健診 大腸がん（※4） 成人歯科健診 後期高齢者歯科健診 眼科検診

対象者 40～74歳で杉並区
国民健康保険加入者

後期高齢者医療
制度加入者 40歳以上の方 25･30･35・40・45・

50・60・70歳の方 76歳の方 40･45・50・55・60歳
の方

費　用 無料 200円 無料 300円
受診期間

(休診日を除く) 6月1日～5年2月15日 6月1日～5年2月28日 6月1日～12月28日 10月1日～
5年1月31日

受診券
発送日 5月末

受診券シールはありませ
ん。検診実施機関へ直
接お申し込みください

5月末 9月末

※4��区民健康診査の対象の方は、区民健康診査と同時受診となります。そのため、受診期限は5年2月15日です。

・�コロナ禍であっても、健（検）診は「定期的な受診」が大切で
す。区民健診やがん検診の受診を控えることは、がんや健康上
のリスクの早期発見の機会を逃してしまう可能性があります。
・�10月以降は混み合い、予約が取りづらい状況となります。受診
券を受け取りましたら、できるだけ早めの予約をお願いします。

電子申請（東京共同電子申請・届
とどけ

出
で

サービスより）
はがき 窓口（杉並保健所健康推進課）

成人等健診 がん検診
 スマートフォンから
右2次元コードから申し込み

 パソコンから
①「杉並区　区民健康診査」で検索
②�区ホームページ「区民健康診査」上部の
　�「成人等健診申し込み」をクリック

 スマートフォンから
右2次元コードから申し込み

 パソコンから
①「杉並区　がん検診」で検索
②��区ホームページ「杉並区で実施しているがん
検診」上部の「がん検診申し込み」をクリック

【申し込み先】
杉並保健所健康推進課健診係
（〒167-0051荻窪5-20-1）
【記載事項】
住所、氏名（フリガナ）、生年月日、
年齢、性別、電話番号、希望健（検）
診名（胃がん検診は、胃部エックス
線または胃内視鏡のいずれかを記載）

本人確認できるもの
（保険証・運転免許証・マイ
ナンバーカード等）を持参

●新規申し込み方法 ※電話での申し込みは受け付けていません。

●がん検診受診券（シール）申し込みの流れ
肺がん・子宮頸がん・乳がん検診

40～74歳で、杉並区国民健康保険に加入している
または、40～74歳で生活保護等を受給している

胃がん検診（胃部エックス線）

3年度に胃がん検診
（胃部エックス線）を受診した

申し込みは不要です
胃部エックス線検査の受診券

を5月末に発送します

申し込みは不要です
胃内視鏡検査の受診券を

5月末に発送します

申し込みは不要です
受診可能ながん検診の受診券

を5月末に発送します

胃がん検診（胃内視鏡）（※5）

2年度に胃がん検診
（胃内視鏡）を受診した

※5���胃内視鏡検査を受診すると、翌年
度は胃部エックス線検査、胃内視
鏡検査のいずれも受診できません。

※6���胃がん検診で、届いた受診券に記載された検査方法とは異なる検査方法を希望の方は、受診券の申し込みをしてください。
　���例：胃がん検診（胃部エックス線検査）の受診券が届いたが、胃がん検診（胃内視鏡検査）を希望の場合、受診券の申し込みが必要。

受診券の申し込みが必要です。下記の「新規申し込み方法」をご覧ください

はい はい
はい

はい

いいえ

胃がん検診
(※6)を希望

他のがん検診
を希望

他のがん検診、
他の検査方法
(※6)を希望

他のがん検診、
他の検査方法
(※6)を希望

い
い
え

い
い
え

申し込みは不要です
該当するがん検診の受診券を5月末
に発送します

いいえ

●肺がん検診（以下のいずれか）
　・3年度に肺がん検診を受診した
　・75歳以上である
　・後期高齢者医療制度に加入している
●子宮頸がん検診
　・2年度に子宮頸がん検診を受診した
●乳がん検診
　・2年度に乳がん検診を受診した

※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報課へ。

広告
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　提供者（ドナー）とドナーが勤務する事業者にかかる負担を軽減
し、多くの骨髄・末

まっ

梢
しょう

血幹細胞移植を実現させるため、助成金を交付
します。
� ――問い合わせは、杉並保健所健康推進課管理係☎3391-1355へ。

　区では、ひとり親家庭における養育費の継続した履行確保を図るため、
養育費確保支援事業を実施しています。4年度から制度を拡充し、戸籍謄
本等の取得費用や裁判外紛争解決手続費用等も助成の対象とします。詳
細は、お問い合わせください。
――問い合わせは、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当☎5307-0343へ。

　4月1日から民法上の成年年齢が18歳に引き下げられるこ
とに伴い、18歳以上であれば親（法定代理人）の同意がな
くても一人で有効な契約ができるようになります。
　一方、未成年者取消権が失われるため、簡単に契約の取
り消しができなくなります。他にも、18歳からできるように
なることと20歳のまま変わらないことがあり
ます。社会経験の浅い若年層はトラブルに巻
き込まれる危険性が高いので、慎重に行動し
ましょう。
問消費者センター☎3398-3141

対 象 者

助成金額

申請方法

申請期限

そ の 他

ドナー　�区内在住で日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事
業で、骨髄・末梢血幹細胞の提供をした方

事業者　ドナーが勤務している事業者
ドナーが骨髄・末梢血幹細胞の提供に要した入院日数および
通院日数に応じて助成
ドナー　1日2万円（通算7日を上限）
事業者　1日1万円（通算7日を上限）
申請書（杉並保健所健康推進課で配布。区ホームページからも
取り出せます）を、同課（〒167-0051荻窪5-20-1）へ郵送・持参
ドナーが骨髄・末梢血幹細胞の提供に要した入院期間および
通院期間の最後の日から1年以内
ドナー登録については、ドナー登録のしおり「チャンス」（日本
骨髄バンクホームページからご覧になれます）で登録条件をご
確認ください。

対 象
支援内容

そ の 他

区内在住で、現に子を養育しているひとり親で、経費を負担した方
①��民間の保証会社と養育費保証契約を締結する際に、初回保証
料を助成します（上限5万円）。

②��①の養育費保証契約を締結するために文書を作成した場合、
次のいずれか一つを対象として、作成手数料等を助成します
（上限4万3000円）。
　・公正証書作成費用
　・�家庭裁判所の調停・裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等
取得費用、連絡用切手代、弁護士への相談費用

　・�裁判外紛争解決手続（ADR）費用（申込料。1回目の調停期
日費用）

助成には要件があります。保証契約締結前にご相談ください。

内対象機器 ①急速充電設備②普通充電設備
（充電用コンセント・V2Hを含む）▶助成額
（1000円未満切り捨て） 機器本体の購入価
格（消費税を除く）または、次世代自動車振
興センターの型式一覧表に記載の額の4分の1
＋設置工事費（定額1万円）／限度額①50万
円②10万円　対区内在住の方（設置完了まで
に区内在住になる方を含む）、区内中小企業者
（代表者が区内在住であること）、管理組合等　
申申請書（環境課〈区役所西棟7階〉で配布。
区ホームページからも取り出せます）を、機
器設置の2週間前かつ、4月8日～5年2月28日
に同課環境活動推進係へ持参　他予算枠に達
した時点で終了。過去に同助成を受けた機器
での再申請は不可（耐用期間を超えている場
合は可）。詳細は、区ホームページ参照

電気自動車用
充電設備導入助成

成年年齢が18歳になりました

骨髄提供者等に助成金を交付します

養育費確保支援事業を拡充します

消費者トラブルにご注意ください

ドナー登録にご協力をお願いします

ひとり親家庭を支援します

ゼロカーボンシティの実現を目指して

▲政府広報オンラインホームページ

いずれも�
問環境課環境活動推進係

再生可能エネルギー等の導入助成及
お よ

び
断熱改修等省エネルギー対策助成
�助成対象機器
・太陽光発電システム=限度額12万円
・定置用リチウムイオン蓄電池=限度額８万円
　※�太陽光発電システムと蓄電池の同時設置で2万円加算に
なります。

・強制循環式ソーラーシステム=限度額６万円
・自然循環式太陽熱温水器=限度額２万円
・�自然冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）＝定額５万円
・家庭用燃料電池（エネファーム）＝定額５万円
・高日射反射率塗装（屋根・外壁）＝限度額15万円
・窓断熱改修＝限度額15万円
・雨水タンク＝限度額２万円

�申請対象者
・区内在住の方（設置完了までに区内在住になる方を含む）
・区内中小企業者（代表者が区民であること）

・共同住宅管理組合および管理者
・医療法人、社会福祉法人、学校法人
・町会、自治会、商店街組合ほか

�受付期間（予定）
４月8日～５年2月27日（完了報告は５年３月20日まで。予
算枠に達した時点で終了）

�申請方法
申請書（環境課環境活動推進係〈区役所西棟７階〉で配
布。区ホームページからも取り出せます）を、助成対象機
器等導入（雨水タンクは購入）の3週間前までに同係へ持参

�その他
過去にこの助成を受けた機器での再申請は不可
（耐用期間を超えている場合は可
〈雨水タンクを除く〉）

　区では、生ごみのリサイクルと減量を推進するため、家庭用生ごみ処理機
の購入費補助を行っています（コンポスト容器は対象外）。
� ――問い合わせは、ごみ減量対策課事業計画係へ。

内補助金額 本体購入金額（税込み）の2分の1（上限は2万円。予算に達した時
点で終了）　対区内在住で生ごみ処理機を4月1日～5年3月31日に購入し、継続し
て使用する方（申請は1世帯1基まで）　申申請書（ごみ減量対策課〈区役所西棟7
階〉で配布。または電話にて郵送対応可）に領収書（写し可）を添えて、5年3月
31日までに同課事業計画係へ郵送・持参　他ディスポーザータイプは対象外。ポ
イントなどの還元分での支払額は補助対象外

家庭用生ごみ処理機の
購入費を補助します

生ごみの減量化にご協力をお願いします

「広報すぎなみ」は新聞折り込みでの配布のほか、区施設、区内各駅、交番・駐在所、公衆浴場、郵便局、病院、スーパー・コンビニエンスストア（一部の店舗を除く）などにあります。入手が困難な方への配送、また「点字広報」「声の広報」のお申し込みは広報課へ。

　昨年夏、私たちに多くの感動を与えてくれた東京2020大会。今回は、2月
23日に行われた、日本を代表するパラアスリートや義肢装具士の方のパラスポー
ツの世界に迫るトークイベントの模様をお伝えします。

4月1日からの広報番組「すぎなみスタイル」のテーマは

日本を代表するパラアスリートと
匠のクロストーク

問広報課

・�YouTube杉並区公式チャンネル
・��J:COM東京�地上デジタル 11ch
（午前9時、正午、午後8時、10
時から毎日放送）

視聴方法
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